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年末・年始は多くの医療機関が休診します。事前の準備をお願いします。 

 

■発熱など体調不良に備えて新型コロナ抗原定性キット、解熱鎮痛剤を購入しておきまし 

ょう。 

 

■発熱等の症状がある時 

○まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に、電話でご相談ください。 

○相談する医療機関に迷う場合、休診の場合等は、受診・相談センター(伊賀保健所)へご

相談ください。 

   電話 0595-24-8050 

   電話での相談が難しい場合は、三重県新型コロナウイルス感染対策本部へ 

   ＦＡＸ059-224-2558 kansenta@pref.mie.lg.jp 

年末年始も毎日、24時間相談可能 

 

○三重県公式ＬＩＮＥアカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート」 

   情報提供、自動応答による問合せ対応など。三重県新型コロナウイルス感染症特設

サイト 

   https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm から「友だち追加」へ 

 

■新型コロナウイルス感染症と診断されたとき（自宅療養中の方） 

医療機関から保健所へ＊届け出対象でない方については、保健所からの連絡はありません。 

12月 23日より「療養者支援相談窓口」が開設されました。 

電話 ０５９-２２４-２７５０（8：30～17：15）土・日・祝含む 

＊届け出対象：以下の①～④のいずれかに合致し、医師から保健所に届出されている方。 

①６５歳以上の者 

②入院を要する者 

③重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬（風邪薬等は対象となりません）の投与

が必要な者または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投

与が必要な者 

④妊婦 

 

 ■抗原定性検査キットの配布・陽性者登録について（オンライン申請のみ） 

三重県検査キット配布・陽性者登録センター 

中学生以上64歳以下の方で発熱等症状がある方にキットを配布し陽性となっ

た方が報告し、センターの医師が確認した上で陽性者登録を行っています。 

※令和 4年 11月 28日より薬局で購入した抗原定性検査キットでの検査でも可。

（「体外診断用医薬品」または「第 1類医薬品」） 

年末年始に備えたコロナ対応 
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◎伊賀市応急診療所 （電話 22-9990） 

  〇12月 29日（木） 午後 8時～11時 

  〇12月 30日（金）～1月 3日（火） 

午前 9時～正午／午後 2時～5時／午後 8時～11時  

  12月 31日（土）まで 現在地（上野桑町）で診療 

  1月 1日（日・祝）から、上之庄 1700番地１(新岡波総合病院隣)へ移転 

※受付時間は、診療終了時刻の 30分前までです。 

※応急診療所は休日・夜間の急な病気やケガの応急的な治療・処置を行うとこ

ろです。日頃からかかりつけ医を持ち、診療所等の診療時間帯にできるだけ

早く受診するようにしましょう。 

   ※点滴、レントゲン・血液検査などや、インフルエンザ・新型コロナウイルス

などの各種感染症検査は行っておりません。 

 

◎年末年始の二次救急体制 

 12月 29日（木） ～ 1月 3日（火）  

実施病院「：上野総合市民病院（電話 24-1111）または名張市立病院（電話 61-1100） 

※ 救急車での搬送に限定しませんが、受診の前に必ず連絡をお願いします。 

 

◎年末年始の歯科診療の実施   

 12月 30日（金） ～ 1月 3日（火）（1月 1日を除く） 午前 9時～午後 5時 

 ※ 実施医療機関は市内の歯科が当番で行います。 

 

 

【救急医療の相談窓口】 

■「三重県救急医療情報センター」 （電話 059-229-1199）  

ケガや病気ですぐに診療を受けたい時、受診可能な医療機関（病院・診療所・歯科

など）をコールセンターが 24時間体制でご案内します 

 

■「救急・健康相談ダイヤル２４」 （電話 0120-4199-22） 

市民の皆さんが病気や怪我などで救急車を呼ぶか迷っている時の相談をはじめ、心

と体のさまざまな相談を 24時間体制で受け付けています 

 

■「みえ子ども医療ダイヤル」 （電話 ＃8000） 

子どもの急な病気やケガ等について、医療関係の専門相談員による電話無料相談 

 月曜～土曜 19時 30分～翌朝 8時まで 

   日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3） 8時～翌朝 8時まで（24時間） 

 

年末年始の救急医療体制について 


